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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年９月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年３月１０日 ０２時５０分ごろ 

発生場所 高知県室戸市室戸岬北東方沖 

室戸岬灯台から真方位０４３°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１６.５′ 東経１３４°１２.４′） 

事故の概要  セメント運搬船龍宮
りゅうぐう

住
すみ

吉
よし

丸は、南南西進中、定置網に乗り揚げ

た。 

 龍宮住吉丸は、プロペラ翼の欠損等を生じ、また、定置網は、運動

場の網の破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年３月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

セメント運搬船 龍宮住吉丸、４５６トン 

１３６４２４、日本産業海運株式会社、ＮＳユナイテッド内航海運

株式会社（運航者） 

６２.１２ｍ×９.５０ｍ×４.４５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年１０月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５２年７月８日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２６年２月１７日 

 免状有効期間満了日 平成３１年８月２日 

航海士Ａ 男性 ４７歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２１年４月１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２６年３月１７日 

 免状有効期間満了日 平成３１年３月３１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼に欠損及び曲損、左舷船首部外板に亀裂を伴う擦過

傷 

定置網 運動場の網に破損、網固定用のロープに切損等 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４～５、視界 良好 

海象：うねり 波向東、波高約２.５ｍ 

 室戸市には、３月４日１６時０８分に強風注意報及び波浪注意報が

発表されており、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長及び航海士Ａほか２人が乗り組み、ＥＰ灰（火力発電

所等で排出され、電気集じん機で捕集される燃焼灰）約５７６ｔを積

載し、平成３０年３月９日１６時００分ごろ、高知県須崎市須崎港に

向けて兵庫県東播磨港を出港した。 

本船は、航海士Ａが、２３時３５分ごろ、徳島県牟岐
む ぎ

町大島東方沖

において昇橋し、前直の航海士（以下「前直者」という。）から交替

して単独で船橋当直につき、船橋中央部の椅子に腰を掛け、自動操舵

により約１０ノットの対地速力で南南西進した。 

航海士Ａは、前直者から船橋当直を交替する際、ふだんよりも陸岸

寄りの進路を航行していること、及び航行予定海域に定置網が設置さ

れているので注意が必要である旨の引継ぎを受けていた。 

本船は、航海士Ａが、レーダー及びＧＰＳプロッターで自船の位置

を確認し、北西風の影響による船体の横揺れを軽減させようと思い、

更に陸岸寄りに向けて南西進した後、室戸岬東方約１Ｍ沖の予定変針

場所に向かうよう、時折、左舵を取って針路約２１０～２１５°（真

方位）とし、同じ速力で航行した。 

航海士Ａは、目視及び２Ｍレンジのオフセンターにより前方が約３

Ｍ映るように設定したレーダーを作動させ、見張りを行っていたとこ

ろ、右舷船首方に点滅する灯火を視認したものの、レーダー画面に物

標等の映像が映っていなかったので、同じ針路及び速力で航行を続け

た。 

本船は、１０日０２時５０分ごろ、突然、左舵が取られたので、航

海士Ａが、自動操舵から手動操舵に切り替えて右舵を取った後、徐々

に速力が落ちて停船した。 

本船は、航海士Ａが、周囲を確認したところ、定置網（以下「本件

定置網」という。）に乗り揚げたことに気付き、主機を後進に操作さ

せて脱出しようと試みたものの、プロペラに本件定置網のロープが巻

き付いたことにより主機が停止した。 

船長は、自室で就寝していたが、機関音が変化し、また、機関が後

進に作動したことを不審に思い、昇橋したところ、航海士Ａから本件

定置網に乗り揚げた旨の報告を受け、乗組員に本船の周囲の状況を確

認するよう指示するとともに、海上保安庁、船舶所有者及び運航者に

本事故の発生を通報した。 

本船は、１１日、来援したサルベージ会社のダイバーにより、舵と

プロペラに巻き付いていたロープの撤去作業及び喫水線下の損傷状況

の調査がそれぞれ行われ、航行に支障がないことが確認された後、須
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崎港に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本件定置網は、高知県知事から免許を受け、定第１０１１号と称す

る定置漁業漁場内に敷設されており、定置網の形状に沿って海面上に

多数の浮子が設置され、また、本件定置網の東側には、灯質が毎４秒

１閃
せん

光、灯色が黄色、光達距離が約４.５km の標識灯が南北方向に計

２箇所設置されていた。 

本船は、ふだん、東播磨港と兵庫県赤穂市赤穂港との間の海域を航

行することが多く、同海域にはのり
．．

養殖施設が多く設置されているの

で、海図には同施設の敷設位置を記入していたが、紀伊水道の南方海

域を航行する機会が少なく、海図（Ｗ７７紀伊水道及付近）を備えて

いたものの、徳島県及び高知県の東部沿岸における定置網の敷設位置

を記入していなかった。 

船長は、本船が、ふだん、紀伊水道の南方海域を航行する際は、徳

島県阿南市伊島の東方沖と室戸岬の東方約１Ｍ沖とを結ぶ線を予定針

路に設定していたものの、本事故当時、うねりが高く風も強かったの

で、陸岸寄りを航行すること、及び航行予定海域には定置網が敷設さ

れている旨を各乗組員に口頭で伝えていた。 

航海士Ａは、高知県の東部沿岸に定置網が敷設されていることを以

前から知っていたものの、本件定置網を含め、各定置網の詳細な敷設

位置を知らなかった。 

航海士Ａは、本事故当時、自身の海上経験から、陸岸から約１Ｍ離

して航行すれば、定置網が敷設されていても航行に支障がないものと

思っていた。 

航海士Ａは、本事故当時、うねりが高く、レーダーの海面反射抑制

機能を使用しており、波浪の影響を軽減するよう、感度を調整してい

たので、レーダーで標識灯、本件定置網に設置されているブイ等の映

像を探知することができなかったものと本事故後に思った。 

本船の出航時の喫水は、船首が約２.６２ｍ、船尾が約３.６６ｍで

あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状況下、室戸

岬北東方沖を自動操舵で南南西進中、航海士Ａが、本件定置網の詳細

な敷設位置を知らなかったことから、陸岸寄りの本件定置網に向かう

進路で航行を続け、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

航海士Ａは、陸岸から約１Ｍ離して航行すれば、定置網が敷設され

ていても航行に支障がないものと思い込んでいた上、レーダーで本件
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定置網の映像を探知することができなかったことから、右舷船首方に

視認した灯火が本件定置網の存在を示す標識灯であることに気付かな

かったものと考えられる。 

航海士Ａは、本事故当時、波高約２.５ｍのうねりの影響を受ける

状況下、レーダーの海面反射抑制機能を使用していたことから、レー

ダーで本件定置網の映像を探知することができなかった可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、強風注意報及び波浪注意報が発表されて

いる状況下、室戸岬北東方沖を自動操舵で南南西進中、航海士Ａが、

本件定置網の詳細な敷設位置を知らなかったため、陸岸寄りの本件定

置網に向かう進路で航行を続け、本件定置網に乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策 

 

運航者は、本事故後、再発防止策として次の改善措置等を講じた。 

・全乗組員（含む休暇者）及び船舶所有者に対し、特別安全指導を

実施する。 

・時化等で陸岸寄りの進路を取らなければならない場合は運航を中

止する。 

・乗組員に対し、海上保安庁が海洋台帳等で提供している情報を基

に、定置網、養殖筏
いかだ

等の場所を海図等に書き入れさせる。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・事前に航行予定海域における定置網等の敷設場所を含めて水路状

況を確認しておくとともに、避険線を設定するなどし、定置網か

ら十分な距離を隔てて航行すること。 

・波浪の影響を受ける場合でも、小物標を消すことがないよう、レー

ダーの海面反射抑制機能を適切に調整すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年３月１０日 

 ０２時５０分ごろ発生） 

拡大図 
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